
平成２７年度特許等取得活用支援事業 

 

 

  

福山商工会議所（（一社）広島県発明協会備後支会）では、中小企業の皆さまの知財支援を

強化するため、弁理士相談の日を設けることとなりました。  

特許・実用新案・意匠・商標の出願手続、調査、鑑定、異議申立、訴訟はもちろん、諸外国の制度や知的財産権全

般について、弁理士が無料で相談に応じます。 

 

相談日時  毎週木曜日(原則第５を除く)  13：00～16：00 

（受付は 12:30～15:00） 

相談場所  福山商工会議所ビル 3階 305会議室 
 

開催月 開催日 

平成27年 4月 2日 9日 16日 23日 

5月 7日 14日 21日 28日 

6月 ４日 11日 18日 25日 

7月 2日 9日 16日 23日 

8月 6日 13日 20日 27日 

9月 3日 10日 17日 24日 

10月 1日 8日 15日 22日 

11月 5日 12日 19日 26日 

12月 3日 10日 17日 24日 

平成28年 1月 7日 14日 21日 28日 

2月 4日 18日 25日  

3月 3日 10日 17日 24日 

【弁理士】 

第１木曜日  森    寿夫（商標、意匠、著作権）   第２木曜日  田村  善光（機械、電気） 

第３木曜日  田中  咲江（意匠、商標）         第４木曜日  黒住  智彦（機械、電気） 

 

※弁理士相談には、原則、（一社）広島県発明協会の知財活用アドバイザーが同席します。 

※弁理士相談は、原則、として６０分以内でお願いいたします。 

※弁理士相談は事前予約制です。予約状況により、変更・中止の場合がございますので、ご了承ください。 

 

【相談予約 ・お問合せ】 

福山商工会議所 産業課     ＴＥＬ：０８４-９２１-２３４９   ＦＡＸ：０８４-９２２-０１００ 

一般社団法人広島県発明協会  ＴＥＬ：０８２-２４１-３９４０   ＦＡＸ：０８２-２４１-４０８８  

弁理士による 

発明無料相談のご案内 
秘密厳守  

相談無料  

相談の流れ 

①広島県中小企業知財支援センタ

ー福山サテライトにおける窓口

相談に応じます。 

      ↓ 

②弁理士による助言が必要と思わ

れる案件について、弁理士相談を

お勧めします。 

原則、中小企業・個人事業主、創

業検討中の方が対象。 

      ↓ 

③相談者の方は、広島県発明協会に

電話でお申込みください。 

TEL：082-241-3940 


